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　令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や

「給与所得控除」に関して、令和７年分以後の所得税に

ついて適⽤されます。

　本セミナーでは、最新の税制改正を踏まえた実務対応

を解説します。

　年末調整時に注意すべきポイントや、扶養の適用基準

や社会保険との関係を整理し、実務に即した対応策を学

びましょう。

　特に、給与担当者・人事労務担当者が知っておくべき

実務を具体的に取り上げます。

10:00〜12:00

12月１日 月

中津川北商工会 本所

企業名

無料

お申込書

右のQRコードからも
お申込みが可能です。⇒

0573-82-2279

（中津川市付知町10832-1）

お 問 合 せお 問 合 せ

中津川北商工会中津川北商工会 ☎☎ 0573 - 82 - 25600573 - 82 - 2560
主催：岐阜県商工会連合会

共催：中津川北商工会

主催：岐阜県商工会連合会

共催：中津川北商工会

税制改正

セミナー

税制改正

セミナー

令和７年度令和７年度

日　時

場　所

受講料

お名前

TEL

＼　内容　／

●「年収の壁」見直しの最新動向
● 年末調整時に注意すべき税務実務
● 社会保険との関係と実務対応

木村太哉公認会計士税理士事務所

公認会計士、 税理士

きむら　　たかや

木村　太哉　氏講師

制度改正等の課題解決環境整備事業

お申込締切日　11月25日（火）


